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社 内 の 活 動富士通エフ・アイ・ピー株式会社 サステナビリティ報告書2007

目標達成 目標未達成

　2006年度の活動とその達成度は以下のとおりです。活動目的／目標に対しおおむね良好な結果が得られました。

2006年度環境目標／実績

　主に、当社が順守すべき国の法律と当社の対応状況は次のとおりです。

環境関連法令の順守

活 動 目 的
目　　標

2005年度の目標／実績

実　　績

地球温暖化の防止

資源の枯渇防止／
有効・循環利用

オゾン層破壊防止

事業運営

電気使用量
の削減

環境保全に貢献する
製品・サ－ビスの提供

危険物管理
（ハロン／フロンガス等）

グリーン購入
の推進

廃棄物の適正管理

用紙購入量の削減

センタ設備系

事務所系 721万kwh

16.1kwh／台・日

1,895万枚

98%

99.8%

異常なし

エコ商品数：3個以上
売  上  高：20.5億円以上
対 外 発 表：15件以上
展  示  会：10件以上

OA機器
82.9%

エコ商品数：3個以上
売  上  高：23.0億円以上
対 外 発 表：10件以上
展  示  会：8件以上

ハロン／フロンガスの
適正点検管理

評 価

734万kwh以下

18.1kwh／台・日以下

2,028万枚以下

分別廃棄率95%以上

社内OA機器
発注率95%以上

センタ設備機器
発注率90%以上

廃棄物処理法※1
一般廃棄物の排出

産業廃棄物の排出

省エネ法※2

第一種エネルギー管理
指定工場の指定

（法第６条関連）
〈平成18年4月1日［施行］より〉
エネルギー管理指定工場の指定
における電気と熱の区分廃止に
伴い、指定基準を規定（対象拡大）
第一種：原油換算3000kl/年以上
第二種：原油換算1500kl/年以上

電気事業法 自家用電気工作物の設置
（法第38条関連）

消防法
灯油等地下タンクの設置

ハロゲンガスボンベの設置

一般廃棄物処理業者への適正な委託
（法第6条関連）

産業廃棄物処理業者への適正な委託
（法第12条関連）

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付
（法第12条関連）

適正に委託

適正に委託

管理票の適正な交付と期限内に回収 

使用状況に関する届け出（法第6条関連）

エネルギー管理者の選任（法第7条関連）

中長期的な計画に策定（法第10条関連）

電気使用量等の定期報告
（法第11条関連）

＜東京センタ＞
様式に基づき平成15年度実績より提出

エネルギー管理士資格者（社員）を選任

様式に基づき平成16年度計画より提出

様式に基づき毎年報告
（第二種指定時より）

保安規定の届け出（法第42条関連）

主任技術者の選任（法第44条関連） 

様式に基づき届出

第3種電気主任技術者免状資格者
（委託）を選任

防火管理に関する届け出
（法第8条関連）

危険物設備等の設置許可
（法第10,11条関連）

消防用設備等の設置義務
（法第17条関連） 

防火管理者に関する選任等の届出及び
消防計画等を提出

灯油等地下タンクの設置/変更を届出

ハロゲン化物消化設備の設置を届出

法律名 条 件 順守すべき要求事項 当社の対応

※1廃棄物処理法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律
※2省エネ法 　 ：エネルギーの使用の合理化に関する法律

センタOA機器

発注率90%以上


